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議      長  日程第６、議案第15号「令和８年度松田町一般会計予算（一般会計予算審査

特別委員会報告）」を議題といたします。 

          本案については、一般会計予算審査特別委員会の審査報告を求めます。委員

長、田代実君。 

一般会計予算審査特別委員長  それでは、既に配付されております委員会報告書、並びに委員長として特に

お伝えしたいことを伝えて報告を行います。 

          令和８年３月９日。松田町議会議長、南雲まさ子殿。一般会計予算審査特別

委員会委員長、田代実。 

          一般会計予算審査特別委員会報告書。 

          本委員会は、３月９日に、委員11名中10名出席のもとに、役場４階大会議室

において委員会を開催し、令和８年第１回議会定例会において付託された議案

第15号「令和８年度松田町一般会計予算」について慎重に審査しましたので、

次のとおり報告します。 

          １、審査の結果。審査の結果、賛成全員で、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

          ２、審査の内容。歳入については一括、歳出については各款ごとに審査しま

した。予算執行に当たっては、令和８年度の重点事業として考えられる、１、

ボトルドウォーター生産施設整備事業、２、新松田駅北口地区市街地再開発事

業と南口駅前広場の整備、３、地域公共交通事業、この３点について次のとお

り申入れを行いました。 

          １、ボトルドウォーター生産施設整備事業の施設利用事業者との契約は、リ

スク管理を最大限に考慮したものとされたい。 

          ２、新松田駅北口地区市街地再開発事業と南口駅前広場の整備は、交通の拠

点として一体的にその機能を発揮するとともに、バリアフリー化を推進された

い。 

          ３、地域公共交通については、３か年度の実証実験を踏まえ運行課題を明確

にして推進されたい。 

          特に町長にお伝えしたいことは、１のボトルドウォーター生産施設整備事業
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についてです。経営の厳しい寄簡易水道事業の一助とするため、寄の水を販売

するための投資的事業であることは予算審査委員全員が理解をしております。

しかしながら、総額５億6,750万円の事業に対し50％近い２億8,000万円は一般

財源を投資することになります。その投資額を回収するため、設備利用者から

毎年1,463万円を負担金として20年間で徴収する計画となっております。この

設備を利用する際の負担金徴収に伴う契約が事業の成果を左右する重要なポイ

ントとなります。よって、リスク管理を最大限考慮して執行されることを町長

に強く申し入れ、委員会報告といたします。 

          以上です。 

議      長  一般会計予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 

          それでは質疑に入ります。 

                      （「なし」の声あり ） 

          質疑なしとのお声ですが、質疑はありませんか。 

                      （「なし」の声あり ） 

          質疑なしと認めます。 

          討論に入ります。 

                      （「省略」の声あり ） 

          討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

                      （「異議なし」の声あり ） 

          異議なしと認めます。 

          討論を省略し、採決を行います。 

          議案第15号「令和８年度松田町一般会計予算」に対する委員長の報告は可決

です。議案第15号「令和８年度松田町一般会計予算」は、委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めます。 

          起立全員であります。よって、本案は委員会報告のとおり可決されました。 

 


